
農業委員の募集について（欠員補充） 

 

 農業に関する識見と熱意を有し、農地の利用の最適化の推進等の農業委員会の

職務を適正に行うことができる方の推薦・応募をお待ちしております。 

応募方法等につきましては、次のとおりです。 

 
１．募集する人数  

１人 

 

２．要件 

（１）農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その

他の農業員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる

者。 

（２）次のいずれかに該当する者は、委員になることができません。 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者 

 

３．推薦・応募書類 

（１）推薦・応募用紙 

（２）推薦承諾書 

町ホームページから「推薦・応募用紙」、「推薦承諾書」をダウンロードす

るか、農業委員会事務局（産業観光課内）で配付しています。 

 

４．推薦又は応募の期間 

令和７年１０月２１日（火）から令和７年１１月２１日（金）まで 

（土曜、日曜、祝日を除く。） 

提出書類を受け付ける時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

 

５．応募書類の提出 

農業委員会事務局（産業観光課)へ推薦人または、応募者が直接お持ちくださ

い。 

 

６．任命・委嘱の方法 

皆野町農業委員会の委員候補者等審査会により候補者を選考し、議会の同意を

得て町長が任命します。 

 

７．任期 

令和８年１月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

 

 



８．農業委員の役割 

農地法等に基づいて、農地等の権利移動の許可、農地転用許可に当たって県へ

提出する意見の決定等、審議及び決定を行います。具体的な事務は次のとおり

です。 

①月に一度開催される農業委員会定例総会へ出席し、議案の審議を行います。

（議案は事前に送付され、担当区域の場合は事前の現地確認） 

また、不定期に開催される研修会等に参加します。（年に３．４回） 

②農地法に基づく申請の審査を行います。 

③農地法に基づき、町内の農地の利用状況等の調査及び調査結果の報告を行な

います。（年１回） 

④農地の利用最適化（遊休農地の有効利用、違反転用防止等）のための調整な

どを行います。 

 

９．情報公表 

 推薦者、被推薦者、応募者に関する情報は、農業委員会等に関する法律の規定

に基づき、推薦・募集期間の中間と期間の終了後に町ホームページなどで公表し

ます。 

 

１０．問合せ 

農業委員会事務局（産業観光課⑧窓口） 
〒３６９－１４９２ 

秩父郡皆野町大字皆野１４２０番地１ 

電話：０４９４－６２－１４６２ 

F A X：０４９４－６２－２７９１ 

 

 


